
 

 

 

貸出手続きは外国語教育センター内のカウンターで行います。図書・雑誌の館外貸出を希望さ

れる場合は、センター内に備え付けの貸出票に必要事項を記入し、貸出を希望する図書・雑誌と

学生証をお持ちください。 

貸出票の記入例は以下のとおりです。 

≪図書・雑誌貸出票の記入例≫ 

 

 

 

1人につき 3冊、1週間※です。返却期限は厳守してください。 

なお、授業内試験期間の 2週間前から定期試験期間が終了するまでの期間は 3日間までの貸出

となります。休業期間中や図書・雑誌の利用状況によっては個別の図書について、貸出期間と冊

数が変更になる場合があります。変更が生じる場合はセンター内の掲示板で案内します。 

また、学外（科目等履修生含む）の方への貸出は行っていません。 

※貸出日の 1週間後が休校（入校制限日や祝日等）の場合は、翌日が返却日となります。 

  

図書・雑誌の貸出 

貸出冊数・貸出期間 



 

 

外国語教育センター内の多くの図書・雑誌には CDや DVD等の付属教材がついています（書籍

の背表紙に緑色のシールが貼られています）。貸出時に希望すれば、付属教材についても貸出を

行いますので、貸出手続きの際にお申し出ください。 

 

書籍の背表紙に「禁帯出」というシールが貼られた書籍及び視聴覚資料は貸出していません。 

その他、PC のアプリケーションソフトウエアについても貸出していませんので、センター内で

利用してください。 

 ※貸出が可能な書籍については、背表紙に黄色のシールが貼られています。 

 

以下の受付時間内に外国語教育センター内のカウンターにて貸出・返却の手続きを行ってくだ

さい。 

なお、返却が遅れる際は必ず事前に国際交流課へご連絡ください。 

受付時間：平日・土曜日 9：00～17：00 

お問い合わせ：駿河台大学国際交流課 TEL 042-972-1218 

返却期限日を過ぎても返却されないときは、新たな貸出はできません。 

 

貸出を受けた図書・雑誌を紛失してしまった場合は、弁償となりますので大切にお取扱いくだ

さい。 

また、貸出を受けた図書・雑誌及び閲覧中の図書・雑誌を破損、もしくは汚損した場合も同様

です。 

詳しくは、平日・土曜日 9：00～17：00の間に国際交流課の窓口までお問い合わせください。 

 

 

付属教材について 

貸出ができない資料について 

受付時間 

図書・雑誌の紛失・破損 

 

外国語教育センターの図書は

みんなのもの！ 

次の人のためにも貸出期限を

守って、丁寧に使ってね。 


